
 

「広ショッピングセンター」変更届の概要 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名 称 広ショッピングセンター 

  所在地 呉市広本町二丁目１７番１号 

２ 変更した事項 

（1）大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては

代表者の氏名 

（変更前） 

名称 代表者 住所 変更年月日・理由 

イオンリテール株式

会社 

代表取締役 

井出 武美 

千葉県千葉市美浜区中瀬一

丁目５番地１ 

 

（変更後） 

名称 代表者 住所 変更年月日・理由 

イオンリテール株式

会社 

代表取締役 

古澤 康之 

千葉県千葉市美浜区中瀬一

丁目５番地１ 

令和７年３月１日 

代表者変更 

（2）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては代表者の氏名 

（変更前） 

名称 代表者 住所 変更年月日・理由 

イオンリテール株式

会社 

代表取締役 

井出 武美 

千葉県千葉市美浜区中瀬一

丁目５番地１ 

 

(株)ソニア 代表取締役 

高須 正典 

広島県尾道市東尾道６番地

８ 

 

(株)セリア 代表取締役 

河合 映治 

岐阜県大垣市外渕２－３８  

(株)イーグル 代表取締役 

笹部 隆三 

兵庫県加古川市加古川町河

原２７７－１ 

 

 （変更後） 

名称 代表者 住所 変更年月日・理由 

イオンリテール株式

会社 

代表取締役 

古澤 康之 

千葉県千葉市美浜区中瀬一

丁目５番地１ 

令和７年３月１日 

代表者変更 

(株)ソニア 代表取締役 

高須 正典 

広島県尾道市東尾道６番地

８ 

 

(株)セリア 代表取締役 

河合 映治 

岐阜県大垣市外渕２－３８  



(株)イーグル 代表取締役 

笹部 隆三 

兵庫県加古川市加古川町河

原２７７－１ 

 

３ 変更の年月日 

  ２変更した事項のとおり 

４ 変更する理由 

  ２変更した事項のとおり 

５ 届出年月日 

  令和７年４月１４日 

６ 届出等の縦覧場所 

  呉市産業部商工振興課（呉市中央４丁目１番６号） 

  広市民センター（呉市広古新開２丁目１番３号） 

７ 届出を縦覧することができる期間及び時間帯 

 (1) 期 間 令和７年４月１８日から令和７年８月１８日まで。ただし，土曜

日，日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日を除く。 

 (2) 時間帯 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

８ 意見書の提出 

法第８条第２項の規定により，この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がそ

の周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は， 

この告示の日から次の提出期限までに，市に対し意見を提出することができます。 

(1) 提出期限 

令和７年８月１８日 

(2) 提出先 

   呉市産業部商工振興課 


